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令和７年度「ひょうご北摂の里山を楽しむ30DAYS」実施業務

 企画提案コンペ募集要項

１ 趣旨

ひょうご北摂地域は、利便性の高い成熟した「街」と、「日本人のこころの原点」とも

呼ばれる希少な里山など、豊かな「自然」が共存する魅力あふれる地域である。地域内に

は、歴史的価値のある社寺仏閣や魅力ある観光施設、人々の生活に潤いを与える都市公

園、武庫川水系の豊かな水辺空間も多数存在している。

こうした地域特性を活用した地域への誘客事業の実施を通じ、「ひょうご北摂里山」の

知名度向上を図り、この地域の「都市と自然がバランスよく共存する」との良好な地域イ

メージを定着させ、関係人口・交流人口の増加による地域活性化を図ることを目的とし

て、「ひょうご北摂の里山を楽しむ30DAYS」実施業務（以下、業務という）を委託する事

業者を選定するための企画提案を募集する。

２ 募集概要

（１） 業務内容

別紙「仕様書」のとおり

（２） 契約期間

契約締結の日から令和８年３月３１日まで

（３）委託費（契約上限額）

金2,779,000円（うち消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とする。

３ 応募資格

企画提案に応募することができる者は、次のすべての要件を満たすものとする。なお、

要件を満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可能とする

が、その場合は全事業者が要件を満たさなければならないものとする。

（１）事業を適切に遂行するに足る能力を有する法人又は法人以外の団体等であること。

（２）提案する事業の実施について、法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は

指定、登録を受けている必要があるときには、当該免許、許可、認可又は指定、登録を

受けていること。

（３）事業の実施にあたり、県との打ち合わせ等に適切に対応することができること。

（４）次のいずれにも該当しないこと。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定による一般競争入

札の参加者の資格制限を受けている者

イ 応募図書（第５(1)に掲げる書類をいう。以下同じ。）の受付期間において、県の

指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者

 ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

エ 県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納している者
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オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

カ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員又はこれに準ずる団体等の統制の下にある者

４ スケジュール

時期 内容

令和７年４月 23日（水） 参加者募集及び質問受付開始

  〃 ４月 30日（水） 説明会開催

  〃 ５月２日（金） 質問受付締切

  〃 ５月８日（木） この日までに質問回答公表

  〃 ５月 14日（水） 企画提案書提出締切

  〃 ５月 19日（月） 審査会

  〃 ５月下旬 契約締結、事業開始

５ 応募手続き

（１） 応募図書の提出

ア 提出方法 参加者が事務局へ持参または郵送とする。

イ 受付期間

令和７年４月 23 日（水）から５月 14 日（水）までの平日９：００から１７：００

まで。郵送により提出する場合は、あらかじめ電話等によりその旨を連絡するととも

に、令和７年５月 14日（水）１７：００までに必着とする。

ウ 提出書類

  この募集要項のほか、仕様書等の関連資料に基づき以下の書類を作成の上、各部数

を提出すること。

    (ｱ) 応募申請書         【様式１】・・・・・１部

(ｲ) 提案者概要         【様式２】

(ｳ) 企画提案書         【様式３】

    (ｵ) 経費積算見積書       【様式４】

     (ｶ) スケジュール（業務計画書） 【任意】

(ｷ) 誓約書           【様式５～７】・・・１部

(ｸ) 添付書類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部

□ 会社概要等提案者の概要を説明する書類（提案者の概要がわかるパンフレット）

□ 県が賦課徴収する全ての県税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証

する書類（提出の日において発行から３か月以内のもの、コピー可）

      ※なお、兵庫県内に事業所を有しない等の理由により、兵庫県税について課税実

績がない場合は、誓約書【様式６】を提出すること。

□ 法人等に関する書類

法人登記簿謄本、定款又は規約等、役員名簿又はこれらに類する書類（提出の日に

おいて発行から３か月以内のもの、コピー可）

一冊にして

正１部、副９部
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 （２）プレゼンテーションの実施

ア 実施日時 令和７年５月 19日（月）※時間は別途参加者に通知

イ 実施場所 兵庫県宝塚総合庁舎 １階 第２会議室

ウ 実施方法

(ｱ) 出席者は１提案につき４名以内とする。

(ｲ) １応募者あたりの持ち時間は３０分（説明２０分、質疑応答１０分）とし、後

日連絡する時間配分・時間割により行うものとする。（※前後５分で移動・準備と

片付けを行う。）

(ｳ) 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、追加資

料の配付は原則として認めない。

(ｴ) パワーポイントを使い説明をする場合は、事務局でパソコンとプロジェクター

を準備するので、事務局に連絡のうえ電子メールによりデータを送付すること。

※ 実施日時（持ち時間等も含む）、実施場所については、応募状況などにより変更す

る場合がある。その場合は、参加希望者に別途通知する。

６ 質疑の手続き

 （１）説明会

下記により説明会を実施する。

ア 開催日時 令和７年４月 30日（水）１５：００から

イ 開催場所 兵庫県宝塚総合庁舎 １階 第２会議室

 ※コンペ参加の意思はあるものの、やむを得ず説明会に出席できない者は、事務局へ

連絡すること。

 （２）質問及び回答

質問は、所定の質問書【様式８】で行うこと。電話による質問受付は行わない。

ア 受付期間

令和７年４月 23日（水）から５月２日（金）１７：００まで

イ  提出方法

電子メールにより事務局に提出

【E-mail】 hanshinkkem@pref.hyogo.lg.jp

     ウ 留意事項

     件名に「ひょうご北摂の里山を楽しむ 30DAYS 実施業務企画提案コンペにかかる質

問書の提出」と記載すること。

エ 回答方法

令和７年５月８日（木）までに、質問者に対して個別に回答する。なお、コンペ全

体に関わる内容の回答は、兵庫県 HPに掲載する。

７ 当選者の選考、決定及び通知の方法

 （１）選考について

「ひょうご北摂の里山を楽しむ 30DAYS に係る企画提案コンペ審査委員会」（以下、



- 4 -

「委員会」という）」を設置し、以下の項目について、提案内容の審査を行う。

   ア 企画内容

     企画の構成、企画等のアイデア、業務の実施方法の妥当性等

   イ 実施体制

     業務運営についてのノウハウの有無、類似イベントの受託実績、関係団体との協

力関係、業務遂行能力・実施体制等

   ウ 提案の適合性

     事業趣旨を踏まえた業務の理解度等

   エ 経費

     積算額の妥当性等

   オ 総合評価

 （２）決定方法

     委員会の選考結果に基づき、当選者を決定する。

     なお、選考結果については、事務局から応募者全員に文書で通知する。

８ その他

 （１）書類作成において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

 （２）提出書類にかかる留意事項

ア 応募図書の著作権は、参加者に帰属する。

イ 応募図書は、非公開とする。

ウ 応募図書は、返却しない。

エ 応募図書について、この書面及び別添の様式に適合しない場合は無効とすることが

ある。

オ 提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効とするとともに、

虚偽の記載をした者を、失格とする場合がある。

カ 原則として、書類提出後の記載内容の変更は認めない。

 （３）参加に要する費用

本コンペに要する費用は、参加者の負担とする。

（４）契約にかかる留意事項

ア  県は、当選者と提案業務の実施方法等について協議・調整を行い、協議が整った場

合に、契約を行う。この際、双方で確認のうえ、提案事業の内容に修正・変更を加え

る場合がある。

イ 当選者が（２）オの失格事由に該当する場合、又は上記アの協議・調整が不調とな

った場合は、次順位である者と契約交渉を行うことができるものとする。

     ウ 契約保証金は、兵庫県財務規則第 100条の規定により、契約金額の 100分の 10以

上の金額とする。ただし、保険会社と履行保証保険契約を締結し、その保険証原本を

県民局に提出する場合は、全部又は一部を免除する。

   エ 委託費の支払いは、原則、実績確認に基づく精算払いとする。
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     オ 本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。本業務の一部を第三者に委

託する場合は発注者の承諾を得るものとする。

９ 事務局

  兵庫県阪神北県民局県民躍動室地域振興課 中島、半井

    〒665-8567 兵庫県宝塚市旭町２丁目４－１５ 宝塚総合庁舎２階

          【電話】 （0797）83-3133

【FAX】 （0797）86-4379

     【E-mail】 hanshinkkem@pref.hyogo.lg.jp

          （※窓口は平日９：００から１７：００まで）


